
島 根 県 報

� �

島根県空港条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

��������	

島根県空港条例施行規則の一部を改正する規則

島根県空港条例施行規則（昭和��年島根県規則第�号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項第�号中「飛行場」を「空港」に、「第�条第�	項」を「第�条第��項」に、「定期航空運送事業」を

「国内定期航空運送事業」に改める。

第�
���号 平成��年�月�日 (�)

� �

� �

島根県空港条例施行規則の一部を改正する規則 （港 湾 空 港 課） �


 �

生活保護法の規定による医療扶助を担当する機関の指定 （地 域 福 祉 課） �

生活保護法の規定による指定医療機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

換地処分 （農 村 整 備 課） �

保安林の指定施業要件の変更（�件） （森 林 整 備 課） �

大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要 （中 小 企 業 課） 

地籍調査の成果の認証 （用 地 対 策 課） �

道路の区域の変更 （道 路 維 持 課） �

浸水想定区域の指定 （河 川 課） �

���

島根県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部を改正する規則 （警 察 本 部） �

� �

平成��年�月�日付け島根県報第�
��	号中 （農 業 経 営 課） �

����������������������������������������������������
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平成��年�月�日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)

��������������������� ��!"�#��

�������������

◇������������ !"#�$%��（規則第��号）

� 規則の概要

� 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整理（第�条関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

公布の日から施行することとした。
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島 根 県 報

� �

この規則は、公布の日から施行する。

� �

������	
��

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

������	
�

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

������	
��

土地改良法（昭和��年法律第���号）第
�条の�第�項の規定により、平成��年�月��日付けで県営土地改良事業に係

る益美�期（益田）地区中の口工区の換地処分をしたので、同条第��項において準用する同法第��条第項の規定により

告示する。

平成��年	月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

������	���

森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条第�項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年	月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和��年�月��日農林水産省告示第���号（�及び�に係るものに限る。)

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

第�����号 平成��年	月�日(�)

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 指定年月日

日本ホリスティッククリニック
佐々木医院

出雲市塩冶善行町��－� 平成��年�月��日

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 廃止年月日

川下内科医院 松江市西川津町
��－� 平成��年�月��日



島 根 県 報

� 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������	


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条第	項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成�
年�月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

浜田市金城町小国イ��、金城町波佐イ��、イ��、イ��、イ��－�、イ��－�、イ��からイ��まで、イ�、

イ�－�、イ�－�、イ�－�

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条第	項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成�
年�月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成�年�月�日農林省告示第���号

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は、次

のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


平成�
年島根県告示第���号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法（平成
年法律第�号）

第�条第�項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第�項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦

覧に供する。

平成�
年�月�日

第��

�号 平成�
年�月�日 (�)



島 根 県 報

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

���満ボルト出雲店 出雲市小山町���番地�外

� 意見の概要

	 縦覧場所

出雲市産業観光部商工振興課（出雲市今市町��
番地�）

� 縦覧期間

告示の日から�月間

��������	


国土調査法（昭和��年法律第���号）第�
条第�項の規定に基づき、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条

第�項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第����号 平成��年�月�日(�)

意 見 理 由

� 駐車場が歩道に面していることから、出入り口付近に、

歩道手前で一時停止を促す措置を講じるとともに、障害物

等を排除して、十分な見通しを確保すること。

また、繁忙時等は、適宜交通整理員を配置するなどし

て、交通事故防止に万全を期すこと。

交通事故防止のため。

� 駐車及び搬入車両の騒音等の公害苦情が申し立てられた

場合には、誠心誠意対処し、その解決に全面努力するこ

と。

また、必要に応じ、市などが行う公害調査等に協力する

こと。

現在、周辺への影響は小さいと考えられるが、

時間の変更に伴い注意を要するため。

	 工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、

積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意

を喚起すること。

汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡

し、原形に復旧すること。

道路法第��条（工事原因者に対する工事施工命

令等）による。

� 市道四絡���号線から敷地内へ車両が出入可能な箇所を

設置し、出入口、駐車場への経路などについて明示するこ

と。

市道四絡���号線からの来店車両が相当数ある

ものと考える。

計画では常時出入可能な箇所がなく、���号線

側が塞がれている場合、より狭隘な市道四絡���

号線へ迂回し駐車場へと進入することになる。

���号線の幅員では、車両のすれ違いが不可能

であり、特に繁忙期などに、混乱が生じるものと

考える。

また、周辺には住家（アパートなど）が多く、

歩行者などとの交通事故等の危険性が増すものと

考える。



島 根 県 報

���������	

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年�月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������	

一級河川斐伊川水系斐伊川、赤川及び三刀屋川に係る浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、

水防法（昭和�	年法律第�
�号）第�	条第�項及び水防法施行規則（平成��年建設省令第		号）第条第�号の規定に基

づき、告示する。

その関係図面は、土木部河川課及び雲南県土整備事務所に備え置き、一般の縦覧に供する。

平成��年�月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�����号 平成��年�月�日 (�)

調査を行っ
た者の名称

調査を行った時期
成 果 の 名 称

調査を行った地域 認証年月日
地 籍 図 地 籍 簿

浜田市 平成��年度～�
年度 ��枚 �冊 今福Ⅷ 平成��年�月��日

出雲市 平成��年度～�
年度 
�枚 �冊 下橋波右岸地区 平成��年�月��日

出雲市 平成��年度～�
年度 �	枚 �冊 橋波�区 平成��年�月��日

出雲市 平成��年度～�
年度 		枚 �冊
三の宮右岸地区・三の宮左
岸地区

平成��年�月��日

出雲市 平成��年度～�
年度 ��枚 �冊 大呂��・��区 平成��年�月��日

出雲市 平成��年度～�
年度 ��枚 �冊 十六島①地区 平成��年�月��日

益田市 平成��年度～��年度 ��枚 �冊 小原Ⅴ 平成��年�月��日

益田市 平成��年度～��年度 �	枚 �冊 仙道Ⅳ 平成��年�月��日

邑南町 平成��年度～��年度 ��枚 �冊 西鱒渕 平成��年�月��日

邑南町 平成��年度～��年度 ��枚 �冊 原 平成��年�月��日

邑南町 平成��年度～��年度 ��枚 �冊 矢上� 平成��年�月��日

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する地
方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

一般国道 ��	号
仁多郡奥出雲町三沢
��
�番�	地先から同
��
�番�
地先まで

前
メートル

�����～
�����

メートル
������ 雲南県土整

備事務所仁
多土木事業
所

減幅

町及び河川管理
者へ返還後 ���	�～

�����
������



平成��年�月�日 印刷
平成��年�月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報

� � � � � � �

島根県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月�日

島根県公安委員会委員長 山 下 裕 國

�	
����������

島根県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部を改正する規則

島根県公安委員会の事務の委任に関する規則（平成�年島根県公安委員会規則第�号）の一部を次のように改正する。

第	条に次の�号を加える。

� 損害賠償請求等の妨害に対する中止命令

� �

この規則は、公布の日から施行する。

� �

平成��年
月�日付け島根県報第����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第�����号 平成��年�月�日(�)

ページ 行 誤 正

�� 下から�� 入学願書及び返信用封筒 入学願書、返信用封筒及び入学検定料（郵便

定額小為替�����円分）


